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自給飼料をめぐる情勢

平成１７年５月
農林水産省生産局
畜産部畜産振興課

資料３
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給与される飼料のうち、家
畜が利用することができる
栄養量

飼料自給率の推移

昭和６０年 平成９年 平成１５年
飼料自給率 ２８％ ２５％ ２４％
・粗飼料自給率 ９３％ ７８％ ７６％
（乾牧草、ｻｲﾚｰｼﾞ等）
・濃厚飼料自給率 １１％ １０％ １０％
（とうもろこし、大麦、こうりゃん等）

６７％

２４

３３
％

自給飼料による部分 輸入飼料による部分

国内生産
による部分 輸入

畜産物の自給率
（カロリーベース）

１６％

自給飼料による
生産の割合
２４％

国内生産による部分
(重量ベースの自給率)

６７％

７６

牛乳
乳製品

牛肉

豚肉

鶏肉

鶏卵

カロリーベース自給率

２９ ％

１０ ％

５ ％

７ ％

９ ％

粗飼料

濃厚飼料

国産粗飼料

輸入粗飼料

国産濃厚飼料

輸入濃厚飼料

５４０万㌧

２０００万㌧

４１０万㌧

１３０万㌧

２００万㌧

１８００万㌧

飼料需要量（Ｈ１５・TDNベース）

米ぬかなどの食品副
産物や食品残さ

鶏、豚は草食性でないため、
粗飼料を利用できない！

濃厚飼料の国内生産は非現実的
・輸入濃厚飼料全量（１８００万㌧）の国内

生産に必要な面積 →７３０万㌶
・とうもろこしの輸入価格（１．５万円／㌧）
と国内生産費（同２３万円）との膨大な価

格差 →２１．５万円／㌧

国土資源の
有効活用に
より、粗飼料
の自給を目
指すことが
重要

①国産稲わらの飼料利用の推進

②耕畜連携による稲ＷＣＳの作付拡大

③中山間地等における放牧の推進

日本の農
地面積
４７４万㌶

稲発酵粗飼料の作付面積
１２年度 → １５年度
５２０㌶ ５２００㌶

耕作放棄地、水田等での
肉用牛放牧が増加

国内生産に
よる部分

自給飼料に
よる部分

６９％ × ４２％

９６％

５３％

６７％

３９％

９．７％

９．７％

９．７％

２６％

×

×

×

×

＝ ×

１ 飼料自給率の現状（概要）

鶏用 ９００万㌧
豚用 ５００万㌧
牛用 ６００万㌧
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２ 飼料需給と飼料自給率の推移

○ 平成１５年度の飼料需要量は９年度（前回基本計画の基準年）に比べ４％低下している一方、粗飼料生産量
が１０％低下。

○ この結果、１５年度の飼料自給率は、９年度に比べ１％低下し２４％。
○ このうち、大家畜の飼料自給率は、酪農で４３％、肉用牛で２７％と、ほぼ９年度並み。

粗飼料

濃厚飼料

９年度 １５年度

７６％

１０％

７８％

飼料自給率

１０％

豚、鶏の需
要量を含む

５７６ ＴＤＮ万㌧

国 産

５３９ ＴＤＮ万㌧

２，００４ ＴＤＮ万㌧

２５ ％ ２４％

２，０７４ ＴＤＮ万㌧

国 産２１５万ﾄﾝ

２，６５０ ＴＤＮ万㌧ ２，５４２ ＴＤＮ万㌧

４０７万㌧４５２万㌧
９７万㌶×４．１㌧/10a ９３万㌶×３．８㌧/10a 

うち大家畜分 うち大家畜分

粗飼料自給率
粗飼料自給率

濃厚飼料自給率 濃厚飼料自給率

▲４．１％

▲１．０％

▲６．４％

総需要量

国 産

国 産１９４万ﾄﾝ

▲３．４％
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濃厚飼料
（トウモロコシ、コウリャンなど）

２００４万㌧

国
産
原
料
濃
厚
飼
料

１
９
３
万
ト
ン

飼料需要量 ２５４２ 万㌧

輸入粗飼料１３１万㌧

粗飼料

５３９万㌧

飼料自給率 ２３．６％

粗飼料自給率 ７５．６％

マクロベース(１５年度) 農家ベース （１５年度）

酪農（北海道）

酪農（都府県）

肉用牛（繁殖）

肉用牛

（肉専肥育）

肉用牛

（乳雄肥育）

粗飼料給与率

粗飼料自給率

給与率５８
自給率５５

給与率４０
自給率１８

給与率６７
自給率５９

給与率１４
自給率 ４

給与率７
自給率１

酪農では、都府県が経営外飼料に依存。

肉用牛では、肥育経営はほとんどが経営外飼料に依存。

（単位：％）

飼料自給率２３．６％

粗
飼
料
自
給
率

７
５
．
６
％

国産粗飼料４０７万㌧

３ 飼料自給率の現状（経営別）
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４ 飼料自給率の推移（経営別）
○ 大家畜経営における粗飼料の給与率（購入粗飼料を含む）は、９年度と比べやや増加。
○ 自らの経営内で調達する「飼料自給率」は、都府県酪農、肉用牛肥育では若干低下。
○ なお、１頭当たり飼料需要量は、９年度に比べ酪農で増加（１０～１３％程度、肉用牛繁殖で４％程度）。

酪 農
（北海道）

酪 農
（都府県）

肉用牛
繁 殖

肉用牛
肥 育

９年度 １５年度

５８．０

５４．９

４０．４

１７．５

６７．０

５９．３

１３．５

３．８

５６．８

５３．３

４１．４

１９．５

６５．５

５７．６

１２．５

４．８

ＴＭＲ等経営外
粗飼料を含む

ＴＭＲ等経営外
粗飼料を含む

４,１２８ＴＤＮ㎏

４,０８５ＴＤＮ㎏

２,４２７ＴＤＮ㎏

３,３９７ＴＤＮ㎏

４,６５４ＴＤＮ㎏

４,５０５ＴＤＮ㎏

２,５１２ＴＤＮ㎏

３,３７８ＴＤＮ㎏

１頭当たり需要量

濃厚飼料

自給飼料

粗
飼
料

１頭当たり需要量

＋１２．７％

＋３．５％

▲０．６％

＋１０．３％
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５ 飼料自給率低下の要因
乳価：配合飼料価格比の推移
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○ 乳価に比較して配合飼料費が安価になっ
たことから、配合飼料給与の優位性が高い。

○ 乳量１㎏当たりの濃厚飼料給与量は、
０．３６㎏程度と安定的に推移。
（言い換えれば濃厚飼料１㎏の給与で３㎏
弱の乳量が期待できる。）

○牛の生理上必要な粗飼料についても、輸入
粗飼料の利用により手当が容易で、生乳生
産の制限要因となっていない。

肉用牛

○ 肥育牛は、枝肉の高値販売を目的に、濃
厚飼料多給による増体とサシ（脂肪交雑）
を付けることが主流。

○ 特に、緑色が多い牧草等を給与すると脂
肪の色が黄変することから、稲わら以外の
粗飼料は敬遠する経営者が多い。

乳
価
÷
配
合
飼
料
価
格
の
比

乳量１kgあたりの濃厚飼料給与量の推移（全国）

0.360
0.364

9,092

7,781

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

年次

（ｋｇ）
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9,100

9,300

（ｋｇ）

乳量１ｋｇあたりの

濃厚飼料給与量

乳量(Kg)
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６ 飼料作物作付面積（１５年度）

北海道 ６１１

（田１９、畑５９２）
（田の割合 ３％）

都府県 ３１８

（田１０１、畑２１８）
（田の割合 ３４％）

全国

田 １２０

（１３％）

全国

畑 ８１０

（８７％）

全国 計 ９２９

牧草 ７１４

うち北海道
５５６

青刈りとうもろこし ７８

など

牧草 ８４

ソルガム １１

とうもろこし １２

稲発酵粗飼料 ５．２

など

畑 ８１０ 田 １２０
うち転作田 １１６

（単位：千㌶）

○ １５年度における全国の飼料作物作付面積は９２９千㌶。

○ 全国ベースでは８７％が畑で作付けされているが、都府県では田のウェイトも高い（３２％）

○ 田での作付けのうち、９７％が転作田（１２万㌶）。

９７％
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７ 飼料作付面積の推移（地域別）

９年度 １５年度

総面積 ９６５．６千㌶ ９２９．４千㌶

田 １１８．０千㌶

畑 ８４７．６千㌶

田 １１９．５千㌶

畑 ８０９．９千㌶

北海道

６２０

東北 １２８

関東 ５５

北東近 １９

九州・沖縄 １１７

中四国 ２７

田の飼料
作付面積

北海道

６１１

東北 １２２

関東 ４７
北東近 １５

九州・沖縄 １１４

中四国 ２０

○ １５年度の飼料作物作付け面積を地域別に見ると、９年度に比べすべての地域で減少。
○ この間、大家畜飼養農家戸数（酪農、肉用牛繁殖）は２９％減少。
○ 特に畑での減少が大きく北海道、九州を除き、大幅な減少（中四国▲２６％、関東▲１４％ほか）
○ 一方、転作により田の作付面積は北海道、東北、九州で増加し、各地区で田のウェイトが増加。

田の占める割合
東北 ３１％
関東 ２１％
中四国 ４２％
九州 ３６％

酪農＋繁殖農家戸数 １６０．８千戸 １１４．５千戸

▲３．７％

▲ ２８．８％

▲１．３％

▲４．９％

▲１３．５％

▲２５．７％

▲２．７％

過去最大
（Ｓ62）

1054千㌶
田１７９
畑８７５
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８ 飼料作付面積の現状（１６年度）

１５年度 １６年度

総面積 ９２９．４千㌶ ９１４．４千㌶

田 １１０．２千㌶

畑 ８０４．２千㌶

北海道

６１１

東北 １２２

関東 ４７

北東近 １５

九州・沖縄 １１４

中四国 ２０

田の飼料
作付面積

北海道

６０７

東北 １１７

関東 ４６
北東近 １５

九州・沖縄 １１１

中四国 ２０

○ １６年度の飼料作物作付け面積は、１５年度と比べ１５万ヘクタール、１．６％減少。

○ 地域別に見ても、１５年度に比べすべての地域で減少。

田の占める割合
東北 ２９％
関東 ２１％
中四国 ４１％
九州 ３５％

酪農＋繁殖農家戸数 １１４．５千戸 １０９．０千戸

▲１．６％

▲ ４．８％

▲０．７％

▲３．９％

▲３．８％

▲３．５％

▲２．３％

田 １１９．５千㌶

畑 ８０９．９千㌶
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９ 飼料作物の単収
○ 飼料作物の単収については、
・換金作物と違い単収向上に対する生産者の意識が乏しく、単収の高い優良品種の普及があまり進まず、ま
た、適切な肥培管理も励行されていないこと
・資金的な問題等から草地更新が遅れていること
・取り扱いやすい牧草のロールベールサイレージ体系への移行によって、牧草に比べ単収の高い青刈りトウモ
ロコシの作付面積が減少していること等から、低下傾向で推移
（H16年度は天候に恵まれたことから増加 全国：4.1ｔ/10a、北海道： 3.7ｔ/10a、都府県： 4.9ｔ/10a ）

トウモロコシ用
細断型ロールベーラ

草地更新までの経過年数

更新率
３．９％

更新面積／牧草地面積

3000

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

９年 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

ソルガム

とうもろこし

牧草

飼料作物の単収（草種別）（㎏／10a）

６～

７年

８～

９年

１０

年～

～５

年

○ このため、今後は、
・単収の高い優良品種の開発や、啓発活動による優良品種の生
産現場への普及と栽培管理の徹底
・草地更新事業の拡大による適切な草地更新
・青刈りトウモロコシのロールベール給与を可能とするために新開
発された「細断型ロールベーラー」の導入による青刈りトウモロコ
シの作付の拡大等に積極的に取組む必要。

条件にもよるが、最高収量の６０～７０％になる１０
年程度で更新することが適当。これにより、１．２倍
程度の単収向上が可能。

土壌酸化防止剤（炭酸カルシュウムなど）の
施肥により、１．２倍程度の単収向上が可能。
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１０ 飼料作物の生産コスト

○ 自給飼料の生産コストは、機械化等による生産性の向上
等で低下傾向で推移してきたが、近年は横ばい。
○ 一方、輸入粗飼料価格も利用量の増大による流通コスト
の低下等により、低下傾向で推移。為替等の影響が大きい。
○ 今後、飼料作物の生産コスト低減のためには、飼料作物
の生産コストに占める割合の大きい項目として、
①北海道においては、固定材費及び肥料費等の資材費
②都府県においては労働費
の低減を図る必要。

労働費

肥料費

固定財費 労働費

肥料費

北海道

都府県

自給飼料生産コスト

0

20

40

60

80

100

120

140

2 7 9 11 12 13 14 15

北海道 都府県 輸入乾草

注；自給飼料生産コストは「自給飼料生産費用価で、飼料生産にかかった材
料費、固定材費等の合計。

輸入粗飼料価格は、農家購入価格で生産局畜産部調べ

円／TDN㎏

その他資材

固定財費

その他資材４５円／㎏

５５円／㎏

２０％

１８％

３２％

３１％

うち化成肥
料が１８％

コントラクター
化により低減

堆きゅう肥の有効
活用により低減

５３％

１２％

１７％

１７％

作業単位の拡大、
コントラクター化
により低減

うち化成肥
料は３％

飼料作物の生産コスト（費用価）
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１１ 粗飼料の輸入状況

粗飼料の輸入量

0
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7 9 10 11 12 13 14 15

稲わら

グラス・ストロー

アルファルファ

チモシー

ヘイキューブ

粗飼料の輸入価格(CIF)

10

15

20

25

30

35

7 9 10 11 12 13 14 15

ヘイキューブ

乾草

稲わら

○粗飼料の輸入量は、６０年代以降、増加。

○高温多湿な我が国では生産が困難な、良質乾草を中心
に２５０万㌧を越す輸入量（主な輸入国は米国、豪州）。

○ 稲わらの輸入量は、１４年４月からの中国産の輸入停
止により減少したが、１５年２月の輸入再開により増加。

○粗飼料の輸入価格は、長期的には円高の進行等
により低下傾向で推移したが、１３年度以降は円
安により上昇。

○乾草のなかでも、草種・品質により価格差が大き
い。

千㌧ 円／㎏

○輸入粗飼料へのほ乳動物由来の異物混入
・飼料安全法では、ＢＳＥの侵入・まん延を防ぐ観点から、牛等の飼料には、ほ乳動物由来のたん白質は含まれ
てはならないとされている。
・しかしながら、１６年１１月、米国からの輸入粗飼料にほ乳動物由来の異物混入が認められたとの報告あり。
・その後の全国調査では、輸入乾牧草中からほ乳動物に由来する異物を発見した経験がある使用者の割合は、
２３％との結果。
・輸入飼料の安全性には注視が必要。
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１２ 草地の造成・整備状況

0

5000

10000

15000

20000

60 2 7 9 11 12 13 14 15

草地の造成・整備面積の推移

造成

整備

従来：１３１千円/㌶
改良：１２３千円/㌶

ビート精製時の副産物石灰肥料で
あるビートライムを炭酸カルシウム
の代替資材として活用

ビートライム
の活用

家畜ふん尿の有効
活用等

堆肥に化成肥料、種子を混合して
成型したシードキューブの散布で、
急傾斜地の草地更新が可能に

堆肥成型
シードキュー
ブ工法

従来：６３６千円/㌶
改良：５７６千円/㌶

耕起・砕土作業機種（ロータリーティ
ラー）の大型化で作業能力の増大
を図り、ブルドーザーによる整地作
業工程を省略

作業工程短
縮法

効 果工法の内容造成工法等

草地造成・整備の低コスト化工法の例

○ 草地開発は、北海道、東北、九州、沖縄な
どの畜産主産地形成に重要な役割を果たし
てきた。
○ 近年は、開発地域の減少及び奥地化に伴
うコスト増等により、造成面積は減少し、整
備が中心。
○ 今後は、農家経営の負担軽減や環境への
負荷の低減の観点から、低コストな造成工
法、漸進的な草地開発整備手法等を開発す
ることが重要。

㌶
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１３ 公共牧場の利用状況

公共牧場の推移
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牧場数 牧草地面積（×100） 利用頭数/牧場
○ 公共牧場（地方公共団体や農協等が
設置して、農家の牛を一定期間預託管
理する牧場）は、農家の飼料基盤が脆
弱な我が国において、特に育成牛の預
託を中心に発達したもの。
○ 近年では、農家戸数の減少、独立採算
性の導入等から、その運営が厳しく、牧
場数、総面積、１牧場当たりの利用頭数
とも減少傾向で推移。
○ しかしながら、現在でも、酪農を中心に
利用度は高く、北海道では農家の約半
数が、都府県では３割が利用。
○ 今後、より生産性の高い放牧体系の確
立、預託期間の延長等、公共牧場の機
能強化及びコントラクター事業など付加
価値サービスの提供を図るとともに、再
編整備をさらに進めることが必要。

公共牧場の新しい役割として、都市住
民への畜産への理解の醸成、交流の
場として、「ふれあい牧場」を展開。

ふれあい機能を有する公共牧場 １７２
ふれあい牧場協議会加入公共牧場 ４２
酪農教育ファーム認証牧場 １７４

今後、ふれあい牧場と酪農教育ファームの
一体的な取り組みを推進

頭カ所,100㌶
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これからの自給飼料政策について
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１ 自給飼料政策の基本的な考え方

○ 輸入飼料への依存から脱却し、自給飼料に立脚した安全で安心な畜産物の生産を図ることが
重要。
○ 飼料自給率が仮に１０％上昇した場合でも、食料自給率の上昇は１％に止まるが、食料自給
率の向上、国土の有効活用、資源循環型畜産の確立の観点から、自給飼料の生産拡大が重要。

食料自給率の向上

国土の有効活用 資源循環型畜産の確立

畜産的利用が可能な国
土を確保・維持することが、
潜在的な自給率向上対
策となる

国内で生産可能な粗飼料を輸
入に依存していては、畜産経
営から排出されるふん尿の適
切な利用は困難

食品残さなどの飼
料利用も重要

○自給飼料に立脚した安全で安心
な畜産物の生産を図り、大家畜
生産を振興することが重要

飼料自給率１０％のアップ
↓

食料自給率１％のアップ

○稲発酵粗飼料、水田放牧によ
り水田でも飼料を増産

○放牧により耕作放棄地、野草
地、林地も利用が可能

○牛－草－土の「循環」を作
ることにより、持続的な畜
産経営の維持、地域の環
境保全が可能

○政策の推進方向

① 国産稲わらの飼料利用の推進
② 耕畜連携による水田を活用した稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の作付け拡大
③ 中山間地などにおける耕作放棄地などを活用した放牧の推進
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２ 新たな食料・農業・農村基本計画の概要
（関係部分抜粋）

○基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき定められる１０年先を見通した長期計画であり、食料・農業・農村
に関する各種施策の基本となるもの。１２年度に策定された現行計画を５年後の１７年度に見直し（１７年３月２５日
閣議決定）。

ポイント

１ 施策の基本的な方針

２ 食料自給率目標（２７年度）
①検 証
食料自給率目標４５％が達成されなかった要因の一つに、耕畜連携が進まなかったこと等による飼料作物の生産量の減少。

②今後重点的に取り組むべき課題
担い手への農地の利用集積、耕畜連携による飼料作物の生産、飼料用稲の新品種の開発等を通じた効率的な農地利用の推進。

③目 標
・食料自給率（カロリーベース）：４５％
基本的には、食料として国民に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを目指すが、２７年度の目標は、実現可能な
水準として４５％を設定。

・飼料自給率：３５％、飼料作物生産努力目標：５２４TDN万㌧、飼料作物作付面積：１１０万ｈａ
④関係者の役割
食料自給率向上に向け、国だけでなく、地方公共団体、農業者・農業団体、食品産業、消費者・消費者団体が、適切な役割分担の
下で主体的に取り組む。

３ 講ずるべき施策
・食の安全と消費者の信頼の確保
・担い手に着目した経営安定対策への転換
・担い手への農地の利用集積の促進
・環境保全の重視
・バイオマス資源の利活用 など

４ 施策推進に必要な事項
・的確な工程管理
施策の推進に関する手順や達成目標を示した工程表の作成、施策評価を活用した効果の検証などにより、的確な工程管理を実施。

・目的に応じた施策の選択と集中実施 など

９年度 １５年度 ２２年度
３９４ ３５２ ５０８ TDN万㌧

飼料自給率１０％向上は、食料
自給率の１％向上に相当。
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３ 飼料自給率及び生産努力目標について
(新たな食料・農業・農村基本計画)

粗飼料

濃厚飼料

飼料自給率

総需要量

１００％

１４％

３５％

１，８２５ ＴＤＮ万トン

５９０ ＴＤＮ万トン

２，４１５ ＴＤＮ万トン

５９０万トン

うち良質粗飼料
５２４ＴＤＮ万トン

（生産努力目標）
国 産

国 産 ２５５万トン

輸 入

粗飼料自給率

濃厚飼料自給率

○27年度目標
飼料自給率：35%（粗飼料自給率:100%、濃厚飼料自給率：14％ ）
飼料作物の生産努力目標：524TDN万ﾄﾝ、作付面積：110万ha、単収：4,534kg/10a

１１０万ha×４．５㌧/10a
単 収

4,534   kg／10ａ

（Ｈ22目標(4,461kg)比 101.6％）
（平 年(4,028kg)比 112.6％）
（15年度 (3,800kg)比 119.3％）
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４ 飼料自給率及び生産努力目標の考え方

１００％

１４％

５３９ ＴＤＮ万トン

２，００４ ＴＤＮ万トン

２４％ ３５％

１，８２５ ＴＤＮ万トン

５９０ ＴＤＮ万トン

２，５４２ ＴＤＮ万トン ２，４１５ ＴＤＮ万トン

４０７万トン

５９０万トン

１１０万ha×４．５㌧/10a
粗飼料自給率

濃厚飼料自給率

１５年度（概算） ２７年度(目標)

９３万ha×３．８㌧/10a

うち良質粗飼料
５２４ＴＤＮ万トン
（生産努力目標）

うち良質粗飼料
３５２ＴＤＮ万トン

+１１％

▲ ５％

+２４％
生産拡大によっ
て飼料自給率を
８％引き上げ

生産拡大によっ
て飼料自給率を
３％引き上げ

７６％

１０％

粗飼料自給率

濃厚飼料自給率

総需要量

粗飼料

濃厚飼料

飼料自給率

+  ４％

国 産

国 産

国 産 １９４万トン 国 産 ２５５万トン

基本計画上の目標

○飼料自給率目標 ３５％
粗飼料の完全自給（自給率100％）
と家畜への給与率の引き上げ（乳
牛49→58％、肉用繁殖牛67→71
％など）とともに、食品残さの飼料
化の推進等による濃厚飼料自給
率の引き上げ10→14％により達成

○飼料作物
・生産努力目標（良質粗飼料）

５２４TDN万トン

・作付面積 １１０万ｈａ

・単収 4,534kg/10a

輸 入

輸 入
輸 入

飼料作物の生産拡大

○耕畜連携による稲発酵粗飼料等の生産拡大
転作作物を作付けていない水田が１１万ha、耕作放棄地が３４万haなどあり、これら国土を有効活用することにより、２７年度の作付面
積は、１５年度の９３万haに比べ１７万ha増の１１０万haに拡大すると見込む。

○国産稲わらの飼料利用の拡大
稲わらについては、１５年度（１５年出来秋）で需要量１１９万トン（乾物重量）の１５％に相当する１８万トンが輸入されており、２７年度ま
でに全量が国産稲わらに置き換わると見込む。

○耕作放棄地等における放牧の推進
放牧は、生産コストの低減はもとより、耕作放棄地の解消や棚田保全、資源循環型畜産の確立の観点からも重要。

濃厚飼料の自給率の向上

○食品残さの飼料化を推進
食品廃棄物の飼料化割合の向上（１７→５３％）や配合飼料工場でのロス（減耗）の低減（２．６→１．３%）などを見込む。

田：１２万ha
畑：８１万ha
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平成16年度

実施なし   (7)
50ha未満   (22)
50ha以上   (5)
100ha以上   (10)
200ha以上   (1)
500ha以上   (2)

５ 稲わら・稲発酵粗飼料の利用・生産の推進について

稲ＷＣＳ作付田とハウス繁殖牛舎

自走式専用ロールベーラーの利用も増加

○ 稲わらの自給率は８５％。今後、すき込み、焼却されている国産稲わらの一層の飼料利用を推進。
○ 稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）は、稲作農家にとっては作りやすく、畜産農家にとっては飼料価値の高い「飼料作
物」として、転作田での作付が増加し、最近は、稲作農家が生産・収穫し、畜産農家へ販売する事例も増加。

○ 稲ＷＣＳについては、今後も増加が見込まれる一方、ある程度の財政負担が避けられないことから、国民の
コンセンサスが必要。

稲わら輸入量 １８万㌧

国産稲わらの仕向量

飼料用 １０１万㌧

すき込み ６３７万㌧
焼却 ２７万㌧
その他 １０７万㌧
計 ８７１万㌧

飼
料
利
用

転作作物を作付けていない水田の活用
（調整水田・自己管理水田の合計）

１１２千㌶

稲ＷＣＳをめぐるトピック

○新品種(稲ＷＣＳ専用）の開発
１６年度２品種（夢あおば、ニシアオバ）

○自走式専用ロールベーラの導入
１６年度実績１５台

稲発酵粗飼料の作付面積推移 （㌶）
１２年度 １５年度 １６年度
５２１ → ５,２１４ → ４，３７５

稲発酵粗飼料の作付マップ

稲ＷＣＳ作付拡大の課題

○ 耕種農家による生産・調製の拡大
○ （総合）コントラクター利用の拡大
○ 水田地帯での畜舎建設
○ 直播き等の低コスト栽培技術の普及
○ 栄養収量の高い専用品種の開発
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６ 耕畜連携の展開方向

○ 飼料自給率の向上、資源循環型畜産の確立を図るためには、耕種農家と畜産農家の連携
が不可欠。
○ 耕畜連携推進のためには、畜産農家、耕種農家双方が組合員であるＪＡが中心的な役割
を果たすとともに、地域の行政組織等が積極的に農家等の取り組みを支援することが重要。

畜産農家群

稲ＷＣＳ、稲わら

農地利用権等

良質堆肥

稲ＷＣＳ、稲わら等

良質堆肥

耕種地域と畜産地域が重なる場合 耕種地域と畜産地域が離れている場合

堆肥センター

ストックポイント，ＴＭＲセンター

農家集団
コントラクター

農家集団
コントラクター

畜
産
農
家
群

耕種農家群

○畜産農家と耕種農家が混在している地域でも、
畜産農家は労働力不足等により、また、稲作農
家は兼業化等により、農家だけでは、連携が進
まない現状。
○畜産農家への農地利用の集積を進める一方、
コントラクター等による作業の外部化も重要。

○畜産農家と耕種農家が離
れている地域では、耕種農
家側の組織化（コントラク
ターを含む）による自律的
な飼料生産等が必要。
○あるいは省力的な「肉牛
の放牧」も可能。
○双方の都合の良い時期の
作業を可能にする「ストック
ポイント」の設置も重要。

肉牛の出前放牧（注）

（注）肉牛の出前放牧
畜産農家が転作田や
耕作放棄地等へ肉牛を
移動放牧すること。

森林所有者との連携
も、下（舌）草刈りに
よる保全管理で可能
に。

肉用牛放牧
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調整水田における稲発酵粗飼料の作付拡大について

○ 調整水田については、水はけが悪く麦・大豆等の作付が困難であること、経営者の高齢化等による労働力不足
等から自ら作付を行うことが困難であること等により、農作物の作付が行われていない。
○ 稲発酵粗飼料は、水稲と同様の技術で栽培が可能であり、麦・大豆の作付困難な湿田等調整水田での作付が
可能。

○ 麦・大豆の作付困難な調整水田では、調整水田のままよりも飼料作物栽培に対する助成があり、稲発酵粗飼料
作付のインセンティブとなる。
○ 稲発酵粗飼料専用品種の普及による単位面積当たり収量の増加、専用機械の普及や総合コントラクター等に
る効率的な生産による生産コストの低減を図りつつ、稲発酵粗飼料の生産拡大を図っていく考え。

産地づくり交付金

耕畜連携助成

産地づくり交付金

飼料作物（稲発酵粗飼料） 水張り水田等

飼料作物（稲発酵粗飼料）
の作付は調整水田のままよ
りも地権者にとっては有利

飼料作物作付と水張り水田の奨励金の差

１．３万円／10a

地域で設定
地域で設定
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７ 放牧の推進について
○ 繁殖農家のコストダウンや省力化の観点から放牧の拡大が必要。現在、野草地や林地での放牧が４割を
占める。

○ 最近は、耕作放棄地や水田を活用した放牧への取り組みが各地で行われ、飼料費の低減、飼育管理労働
の縮減や獣害防止などに効果があることが実証されている。

○ 今後、中山間地域における耕作放棄地の解消や棚田保全の観点から、転作田、野草地など多様な土地を
利用した放牧を推進する必要。

優良事例の特徴
○放牧を始める地域住民の理解を
得るために行政が積極的に関与。
○レンタル牛などにより初期投資
を軽減
○地域の実情に合わせ国の事業
の他、県単事業や中山間支払事
業などを組み合わせて実施。

肉用牛放牧のメリット
○飼育管理・飼料生産労働の削減
○購入飼料費の削減
○牛の健康増進
（衛生費の削減、繁殖成績の向上）
○耕作放棄地の解消、未利用地利用
○イノシシ害等の防止

中国地方を中心
に取り組み増加

単位：ha

・耕作放棄地
３４万㌶
うち農家所有
２１万㌶ 田 ８万㌶

畑 １０万㌶
樹園地 ３万㌶

・未利用の野草地・林地
３４万㌶

○肉用牛の放牧について（１５年度）

戸 数 面 積 うち耕作放棄地、野草地、林地

・繁殖牛 ６８１８戸 ２５千ha １０千ha（約４割）
・肥育牛 １９９戸 ５千ha ０.１千ha
計 ７０１７戸 ２９千ha        １０千ha（約４割）

（対１４年度＋ ２６８２戸 ＋ ３千ha ）

放牧マップ
(肉用牛の放牧面積）

1000～

100～

50～

～50
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○ 耕畜連携にかかる地域の取組を支援するため、これまで、①稲発酵粗飼料の生産・給与助成、②国産稲わら
の収集・供給助成、③コントラクターの受託経費助成等を講じてきたところであるが、１７年度から新たに、農業者
団体等がたい肥の利活用を推進するために行うモデル的な取組に要する経費助成を措置。

耕
種
サ
イ
ド

畜
産
サ
イ
ド

稲発酵粗飼料 稲わら

畜産農家

○産地づくり交付金
飼料作物、稲発酵粗飼料、わら
専用稲の生産などへ助成（助成使
途、助成水準は地域で設定）

○耕畜連携推進対策事業
団地化による飼料作物生産、稲
発酵粗飼料やわら専用稲の生産
などに１３千円／10a

○国産粗飼料増産対策事業
稲発酵粗飼料を給与する畜産
農家に１０千円／10a

○国産粗飼料増産対策事業
稲わらを収集した生産組
織等へ３０円／kg（１地区
当たり３年間）
＜継続地区のみ＞

転作（原則、耕作者へ助成）

転作

○耕畜連携推進対策事業

飼料作物転作田への
たい肥散布に
１３千円／10a

耕種農家

コントラクター

○飼料増産受託システム確立対策事業
コントラクターが行う受託作業に助成

初年度 ２・３年度
（１ha当たり）

・堆肥処理・利用作業 ２５千円 ２３ 千円
堆肥切り返し作業 ５千円 ４.５ 千円
堆肥運搬作業 ８千円 ７.５ 千円
堆肥散布作業 １２千円 １１ 千円

＜対象地：草地、飼料畑、水田等＞
※：１６年度に拡充

・稲わら収穫作業 ２１千円 １６千円 など
：一般予算 ：畜産業振興事業（（独）農畜産業振興機構）

○畜産環境緊急特別対策事業
農業者団体等がたい肥の利活用
を推進するために行うモデル的な取
組に助成（補助率：１／２等）
※１７年度に拡充

農業者団体等

たい肥

耕畜連携に対する助成（１７年度）
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８ コントラクターの展開方向

自給飼料の
コスト削減

農地利用
集積

良質粗飼料
生産

ゆとり創造

経営全体の
改善

コントラクター
の効果

ＴＭＲ化
（混合飼料宅配）

営農集団
・共同所有
・共同作業
・集団内農地

営農集団
・共同所有
・共同作業
・外部受託も

専業集団
・組織所有
・オペレーター
・外部受託中心

専業集団
・組織所有
・オペレーター
・製品販売

専業集団
・組織所有
・オペレーター
・ＴＭＲ販売

機械・労働
力に余裕が
ある場合

・農協や法人はこ
こから
・営農集団でも雇
用により専業化

受託農地を個別
管理せず、乾草
やサイレージを
販売

受託農地を個別
管理せず、ＴＭＲ
として販売

コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
発
展

○コントラクターへの利

用権の集積により効率
化
○GISを活用したシステ
ムの開発

○高性能作業機による
短期集中作業で気象に
影響されない調製可能。
○農地のコントラクター
管理が進むと、飼料調
製の均質化が進展

○ＴＭＲ化により、濃厚
飼料も含め飼料成分
が均質化

○作業単位の大型化、高性能機械利用により
飼料生産コスト削減
○個々の農家が所有機械を減らすことも効果

○外部化による牛管理への作業シ
フトが進み、個体管理中心に
○ＴＭＲにより成育ステージに合わ
せた良質混合飼料を通年給与

コントラクターの概要（全国）
９年 →１５年

組織数 １２２ ３１７
利用農家数 6,020 22,300
受託面積 ３８千㌶ ９０千㌶

経営形態別(15)
営農集団 ６９％
有限会社 １６％
農 協 ９％

「作業受託組織」から「飼料供給組織」へ→構造改革のセカンドステージ

ＴＭＲ普及率１１％（一般農家含め）

「個々の経営規模拡大」から外部化による「経営改善」へ

職員数 ２,７１９人
９．９人／組織


